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「第５期岡山県障害者計画（第７期岡山県障害福祉計画・第３期岡山県障害児 

福祉計画）素案」に対する県民意見等の募集結果について 

 

令和５年１１月２４日から令和５年１２月２５日までの間、おかやま県民提案制度（パ

ブリック・コメント）によりご意見等を募集したところ、次の９件が寄せられました。 

これらのご意見等に対する県の考え方を掲載しておりますのでご覧ください。貴重なご

意見ありがとうございました。 

 

＜寄せられたご意見等と県の考え方＞ 

第１部 総論 

第１章 計画の基本 

第４節 障害のある人の定義 

番号 ご意見等 県の考え方 

１ 3頁 

障害のある人の定義に、昨今、岡山県

内で増加している外国にルーツを持つ

児童を加えてはどうか。 

外国にルーツを持つ児童は、親の都合

により帯同してきており、日本語能力の

習得が不十分であることや生活環境の

変化、さらに学校や児童・生徒、教職員

の言語・文化等の違いから十分な教育や

コミュニケーション、支援が受けられて

いないといった「社会的障壁」により継

続的に日常生活又は社会生活に相当な

制限を受ける状態にある。これは、障害

のある人の定義に十分当てはまる状況

にあるのではないか。 

「障害者（障害のある人）」の定義は、

障害者基本法第２条の規定により、「身

体障害、知的障害、精神障害（発達障害

を含む。）その他の心身の機能の障害（以

下「障害」と総称する。）がある者であっ

て、障害及び社会的障壁により継続的に

日常生活又は社会生活に相当な制限を

受ける状態にあるもの」としています。 

ご意見の、日本語の理解が十分でない

在住外国人の児童生徒については、岡山

国際交流センターにおいて実施してい

る子ども日本語学習サポーター派遣事

業を活用した日本語学習支援のほか、学

校等からの要請による通訳・翻訳ボラン

ティアの派遣など、児童・生徒の個々の

状況に応じて各種支援を行っており、引

き続き適切な支援に努めてまいります。 
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第２部 施策の展開 

第１章 地域生活の支援 

第２節 地域移行の推進・在宅サービス等の充実 

番号 ご意見等 県の考え方 

２ 16頁 

地域移行支援にピアサポーターを導

入してもいいのではないか。 

ピアサポーターも障害のある人の地

域生活を支援する人材であり、本節にお

いて、「精神科病院に入院している人が、

本人の意に沿った地域生活に移行でき

るよう、病院、市町村、地域の障害福祉

事業者、ピアサポーター等が連携する体

制づくりを進め、地域生活への円滑な移

行と安定した地域生活の実現を図りま

す」としており、第５節においても「身

体障害・知的障害・精神障害・発達障害

のある人及びその家族や、難病患者及び

その家族等に対する支援を強化するた

め、ピアサポートを行う人材の育成・確

保を図ります。」としています。 

３ 17頁 

相談員の養成に精神障がいのある人

の相談にのるピアスタッフを配置して

はどうか。 

障害者ピアサポート研修の実施にあ

たっては、ピアサポーターに研修の実行

委員会の委員に就任いただくとともに、

研修の講師も務めていただいています。

今後もこうした場で活躍いただきたい

と考えています。 

 

第３章 教育の振興 

第１節 インクルーシブ教育システムの推進 

番号 ご意見等 県の考え方 

４ 27頁 

大学、専門学校に進学されても切れめ

のないインクルーシブ教育があっても

いいのではないか。 

大学等においても同様の趣旨で、第３

節において「各大学等における相談窓口

の統一や支援担当部署の設置など、支援

体制の整備を促進するよう要請すると

ともに、大学等間や地域の地方公共団

体、高等学校及び特別支援学校等とのネ

ットワーク形成を促進するよう努めま

す。」としています。 
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第４章 文化芸術活動・スポーツ・国際交流等の推進 

第１節 文化芸術活動の推進 

番号 ご意見等 県の考え方 

５ 33頁 

岡山県が主催する「アートで地域づく

り実践講座」を生かして障害のある人も

参加できるようにしてみてはどうか 

ご意見を踏まえ下線部分を追記しま

す。 

「おかやま県民文化祭主催事業の岡

山県美術展覧会「県展」や「岡山県文学

選奨」をはじめ、県内外で実施される文

化芸術イベント等を周知し、障害のある

人の作品発表の機会を増やすとともに、

障害のある人とない人との交流に努め

ます。」 

 

第３節 国際交流の推進 

番号 ご意見等 県の考え方 

６ 34頁 

アートを通じた国際交流があればと

思った。地域活性化として、市、高校、

地域住民と連携して障がいがある人も

参加できればと思った。 

本節において「パラリンピックへの参

加や民間団体が行う障害者スポーツを

通じた国際交流、民間団体が行う作品展

の文化芸術活動を通じた国際交流の取

組を支援します。」としています。 

 

第６章 保健・医療の充実 

第２節 精神保健・医療の提供等 

番号 ご意見等 県の考え方 

７ 42頁 

自立支援協議会に当事者が参加でき

てない協議会がある。自立支援協議会に

精神または身体障害のある人を必ず入

れてみてはどうか。 

岡山県自立支援協議会には、精神障害

及び身体障害の関係団体も参加いただ

いており、また、地域（市町村）自立支

援協議会については、地域の実情に応じ

た委員構成になっているものと承知し

ています。 
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第７章 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

第１節 情報通信における情報アクセシビリティの向上 

番号 ご意見等 県の考え方 

８ 46頁 

ICTの活用、アプリの活用を追加して

ほしい。防災アプリや聴覚障害のある人

へのサービスの情報が乏しい。 

ご意見を踏まえ、本節の「行政情報の

アクセシビリティの向上」に下線部分を

追記します。 

「障害のある人に県政情報や緊急時

の情報提供等を行う際は、情報通信技術

（ＩＣＴ）の利活用も踏まえ、多様な障

害の特性に応じて手話・字幕・音声等を

適切に活用するとともに、知的障害のあ

る人等にも分かりやすい情報の提供に

努める等の配慮を行います。」 

 

第８章 防災・防犯等の推進 

第１節 防災対策の推進 

番号 ご意見等 県の考え方 

９ 49頁 

災害防災計画を相談支援専門員と作

成する。または、話をしておく。倉敷市

に事例がある。 

岡山県地域防災計画は、災害対策基本

法で定められた委員で構成する岡山県

防災会議において必要な見直しを行っ

ており、本節において、「防災関係部局

と福祉関係部局等の連携のもと、必要に

応じて岡山県地域防災計画を適宜見直

し、障害のある人等にも配慮した計画と

なるよう努めます。」としています。今

後、いただいたご意見も参考にしなが

ら、防災関係部局と福祉関係部局が連携

して、障害のある人等の防災対策を進め

てまいります。 

 


